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１ 本マニュアルの主旨 

  このマニュアルは、防災に関し、平常時及び災害発生時における磐田市社会福祉協

議会（以下「社協」という。）の役割、体制、職員動員等を明らかにし、円滑、迅速

な災害対策を実施するために作成する。 

 

２ 対象となる災害の種類 

 ⑴ 台風、集中豪雨、洪水、高潮、高波、崖崩れ、地すべり、竜巻等 

 ⑵ 地震、津波 

 ⑶ 火災、爆発 

 

３ 社協災害対策本部・支部の設置及び組織体制 

社協災害対策本部を社協本所へ、支部を各支所へ設置する。災害対策本部・支部は、 

会長の判断で設置する。災害対策本部・支部の組織は次のとおりとする。 

・ 本 部 長  会 長 

・ 副本部長  副会長 

・ 総括班長  事務局長 

・ 班  長  課長、課長補佐、係長、所長、支所長 

・ 班 編 成  実施細目参照（総務班、災害ボランティア支援班、支部班） 

 

４ 社協災害対策本部・支部設置の手順 

 ⑴ 緊急連絡網による職員の招集 

⑵ 緊急対策会議の開催 

  （正副会長、事務局長、課長、課長補佐、係長、所長、支所長、防災担当者） 

⑶ 行政及び関係機関との連絡調整（６項に詳細を規定） 

⑷ 社協災害対策本部・支部設置 

⑸ 社協災害対策本部・支部設置の周知 

 

５ 災害時の社協の役割、体制 

⑴  災害ボランティア支援本部の設置、運営 

   磐田市と連携して災害ボランティア支援本部を設置し、災害ボランティア活動団

体、ＮＰＯ等の受入れ体制を整えるとともに、被災者のニーズ把握に努め、ボラン

ティアへの情報提供とマッチング、派遣調整を行う。 

支援本部は、災害の規模やニーズ、ボランティアの数に応じ、必要数設置できる 

ものとする。この場合、本部・支部機能は設けず、独立した運営形態とするが、必 

要な連携は図っていくものとする。 

 ⑵ 災害ボランティア支援本部の資機材確保 

支援本部運営及びボランティア活動に必要な資機材を確保する。 



⑶ 必要な情報収集、発信 

   災害ボランティア支援本部運営等に必要な情報（ライフライン、公共交通機関の 

被災・復旧状況、交通規制の状況、避難所の状況及び行政施策の動向等）を収集す 

る。必要に応じて市民及び県内外へ発信する。 

⑷ 生活福祉資金貸付業務 

   磐田市と連携して、災害援護資金貸付制度等の相談に応じる。 

① 国の災害救助法による災害援護資金 

② 県社協の災害援護資金 

③ 本会の小口福祉資金 

 ⑸ その他の業務 

① 磐田市等関係機関との連絡調整 

② 福祉おたすけ用品の貸出 

③ 生活相談 

④ 福祉避難所への介護職員派遣及び傾聴ボランティア等の派遣 

⑤ その他災害に伴う業務 

 

６ 関係機関、団体との連携 

  事前に下記の関係機関・団体と協議し、平常時及び被災時の活動や協働の方法を決 

 めておく。 

 ⑴ 磐田市 

 ⑵ 静岡県社会福祉協議会、静岡県共同募金会 

 ⑶ 磐田市民生委員児童委員協議会 

⑷ 磐田市内災害ボランティアコーディネーター 

⑸ 磐田市ボランティア連絡協議会 

⑹ 静岡県西部危機管理局（県西部災害ボランティア支援センター） 

⑺ その他関係機関（近隣市町社会福祉協議会、県ボランティア協会等） 

 

７ 平常時の取組み 

 ⑴ 磐田市との連携 

・要援護者に関する情報の共有、避難支援計画策定等に協力する。 

 ・災害ボランティア支援本部の設置や情報交換の方法、資機材について詳細を確 

認しておく。 

⑵ 人材確保と協働体制の整備 

 ・災害ボランティアコーディネーター研修会を行う等、災害ボランティア支援本 

部の立上げに必要な人材の確保、育成に努め、協働体制を整えておく。 

⑶ 資機材、物品の確保 

・社協災害対策本部及びボランティア支援本部立上げに必要な資機材やトイレ、 



備蓄食料等必要な物品を確保しておく。 

⑷ 職員研修会の開催 

 ・発災時の社協の組織体制及び役割を確実に把握し、迅速に活動できるよう社協 

職員の研修会を開催する。 

⑸ 社協災害対策の市民周知 

 ・災害時の社協の役割や組織体制を社協だより等で市民に周知する。 

  

８ 防災訓練の実施 

  定期的に防災訓練及び災害ボランティア支援本部運営訓練を実施する。 

訓練内容は、職員の動員、災害対策準備段階及び災害対策本部設置・運営、災害ボ

ランティア支援本部設置・運営等の訓練のほか必要な訓練を実施する。 

 


